
財
団
法
人

建
材
試
験

セ
ン
タ
ー

東
京
都
中
央

区
日
本
橋
茅

場
町
二
丁
目

九
番
八
号

第
五
十
九
条
第

一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
、
第
六

号
か
ら
第
九
号

ま
で
、
第
十
二

号
か
ら
第
十
四

号
ま
で
、
第
十

六
号
及
び
第
十

九
号
に
掲
げ
る

区
分

日
本
全
域

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
茅

場
町
二
丁
目
九
番
八
号

平
成
十
二
年
六

月
十
六
日

財
団
法
人

ベ
タ
ー
リ

ビ
ン
グ

東
京
都
千
代

田
区
二
番
町

四
番
地
五

第
五
十
九
条
第

一
号
、第
二
号
、

第
四
号
、
第
六

号
か
ら
第
九
号

ま
で
、
第
十
一

号
か
ら
第
十
四

号
ま
で
、
第
十

八
号
及
び
第
二

十
号
に
掲
げ
る

区
分

日
本
全
域

東
京
都
千
代
田
区
二
番
町

四
番
地
五

平
成
十
二
年
六

月
十
六
日

財
団
法
人

日
本
建
築

総
合
試
験

所

大
阪
府
吹
田

市
藤
白
台
五

丁
目
八
番
一

号

第
五
十
九
条
第

一
号
か
ら
第
四

号
ま
で
、
第
六

号
か
ら
第
十
四

号
ま
で
、
第
十

六
号
及
び
第
十

七
号
に
掲
げ
る

区
分

日
本
全
域

大
阪
府
大
阪
市
中
央
区
南

新
町
一
丁
目
二
番
十
号

平
成
十
二
年
六

月
二
十
九
日

財
団
法
人

日
本
住

宅
・
木
材

技
術
セ
ン

タ
ー

東
京
都
港
区

赤
坂
二
丁
目

二
番
十
九
号

第
五
十
九
条
第

一
号
及
び
第
十

二
号
に
掲
げ
る

区
分

日
本
全
域

東
京
都
江
東
区
新
砂
三
丁

目
三
番
一
号

平
成
十
二
年
六

月
二
十
九
日

社
団
法
人

全
国
鐵
構

工
業
協
会

東
京
都
中
央

区
日
本
橋
兜

町
二
十
一
番

七
号

第
五
十
九
条
第

二
十
三
号
に
掲

げ
る
区
分

日
本
及
び
外

国
の
全
域

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
兜

町
二
十
一
番
七
号

平
成
十
二
年
十

月
二
十
日

財
団
法
人

日
本
建
築

設
備
・
昇

降
機
セ
ン

タ
ー

東
京
都
港
区

虎
ノ
門
一
丁

目
十
三
番
五

号

第
五
十
九
条
第

六
号
、
第
二
十

号
及
び
第
二
十

二
号
に
掲
げ
る

区
分

日
本
及
び
外

国
の
全
域

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
一
丁

目
十
三
番
五
号

平
成
十
二
年
十

一
月
一
日

財
団
法
人

小
林
理
学

研
究
所

東
京
都
国
分

寺
市
東
元
町

三
丁
目
二
十

番
四
十
一
号

第
五
十
九
条
第

四
号
に
掲
げ
る

区
分

日
本
全
域

東
京
都
国
分
寺
市
東
元
町

三
丁
目
二
十
番
四
十
一
号

平
成
十
二
年
十

二
月
四
日

試

験

を

行

う

法

人

試

験

の

名

称

名

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

財
団
法
人
鉄
道
総
合
技
術
研
究

所

東
京
都
国
分
寺
市
光
町
二
丁
目
八
番
地
三

十
八

鉄
道
設
計
技
士
試
験

名

称

住

所

検
査
の
範
囲

検
査
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地

検
査
の
業
務

の
開
始
の
日

財
団
法
人

日
本
鋼
索

交
通
協
会

東
京
都
品
川

区
東
五
反
田

三
丁
目
十
番

十
号

第
十
一
条
第
一
項

第
二
号
の
索
道
施

設
検
査

財
団
法
人
日
本
鋼
索
交
通
協
会
本
部

東

京
都
品
川
区
東
五
反
田
三
丁
目
十
番
十
号

昭
和
六
十
二

年
七
月
一
日

財
団
法
人
日
本
鋼
索
交
通
協
会
札
幌
索
道

検
査
事
務
所

北
海
道
札
幌
市
中
央
区
南

一
条
西
十
丁
目
四
番
百
八
十
六
号

財
団
法
人
日
本
鋼
索
交
通
協
会
仙
台
索
道

検
査
事
務
所

宮
城
県
仙
台
市
宮
城
野
区

鉄
砲
町
一
番
地
二

財
団
法
人
日
本
鋼
索
交
通
協
会
新
潟
索
道

検
査
事
務
所

新
潟
県
新
潟
市
万
代
三
丁

目
三
番
二
十
九
号

財
団
法
人
日
本
鋼
索
交
通
協
会
東
京
索
道

検
査
事
務
所

東
京
都
台
東
区
上
野
三
丁

目
十
一
番
二
号

財
団
法
人
日
本
鋼
索
交
通
協
会
名
古
屋
索

道
検
査
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
村

区
名
駅
南
一
丁
目
二
十
六
番
三
十
六
号

平成˜š年š月š—日 金曜日 (号外第�š号)官 報

２

指
定
性
能
評
価
機
関
の
う
ち
、
前
項
に
規
定
す
る
者
以
外
の
者
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
の
区
分
、業
務
区
域
、

性
能
評
価
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
所
在
地
並
び
に
性
能
評
価
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
官
報

で
告
示
す
る
。

（
鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条

鉄
道
事
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
第
一
号
ロ
の
表
の
規
定
に
よ
る
試
験
の
指
定
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
と
認
め
ら
れ
る
法
人
が

行
う
試
験
に
つ
い
て
行
う
。

一

職
員
、
試
験
事
務
の
実
施
の
方
法
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
の
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
が
試
験
事

務
の
適
正
か
つ
確
実
な
実
施
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

前
号
の
試
験
事
務
の
実
施
に
関
す
る
計
画
を
適
正
か
つ
確
実
に
実
施
す
る
に
足
り
る
経
理
的
基
礎
及
び
技
術

的
能
力
が
あ
る
こ
と
。

三

試
験
事
務
以
外
の
業
務
を
行
つ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
試
験
事
務
が
不
公
正

に
な
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

３

第
一
項
第
一
号
ロ
の
表
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
受
け
た
試
験
を
行
う
法
人
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
並
び
に
試
験
の
名
称
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
鉄
道
施
設
等
検
査
規
則
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条

鉄
道
施
設
等
検
査
規
則
（
昭
和
六
十
二
年
運
輸
省
令
第
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
公
示
）

第
二
十
三
条

指
定
検
査
機
関
の
名
称
及
び
住
所
、
指
定
検
査
機
関
の
行
う
検
査
の
範
囲
、
検
査
の
業
務
を
行
う
事

務
所
の
所
在
地
並
び
に
検
査
の
業
務
の
開
始
の
日
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

šœ�


